
よりよい学校生活を過ごすために（明富中学校規定） 

 

  

１．服装について                                            

                                                                 

（１）①制服 黒詰襟標準服（校章入りボタン），スラックス                                 

                                                             

       紺標準服（イートン型），ボウタイ（ブルー），スカートあるいはスラックス                  

         スカート丈…膝くらいの長さ                                 

                                                               

   ②靴下 華美でないもの（ストッキング・タイツは可，ルーズソックスは不可）                                                          

                                                          

   ③下靴 運動に適した靴                                              

                                                                   

   ④上靴 学校指定の上靴と体育シューズを使用する。                                                       

                                                              

   ⑤名札は，所定の場所につける。                                 

                                                                     

   ⑥ベルトは，黒，紺，茶など派手でないものとし，華美な装飾のバックルは禁止する。                                  

                                                                 

（２）夏期                                              

   ①白カッターシャツ，スカートあるいはスラックス                                                                                                          

                                                        

（３）冬期                                                          

   ①防寒着を着用する場合は学校指定のウインドブレーカーとする。                                                    

                                                       

   ②標準服の下にセーター等を着用してもよい。色は白，黒，紺，茶，グレーなど派手でない          

    ものとする。                                                        

                                                       

   ③ハイネック，タートルネックのセーターおよびパーカー類は認めない。                                                    

                                                           

２．頭髪について                                                                                                             

   ①パーマ，染髪，脱色は禁止する。（技巧をこらさない）                                                    

                                                           

   ②髪をくくる場合は、華美なものではないこと。                        

    また，授業や活動によって、安全面などの理由で束ねるよう指示があった場合は，それに従う。                               

                                                       

   ③登下校時に，ヘルメットが正しく着用できる髪型にする。                   

                                                      

３．かばんについて                                                           

   本校指定のものとする。                                      

                                                         

４．通学について                                         

（１）通学には学校で認めている校区内の通路を通る。                                                            

                                                        

（２）自転車通学者は，学校長に許可願を提出し許可証をもらった上で交通ルールを守って通学するものと

する。  



                                                                                          

（３）自転車通学者は次のことを守る。                                             

   ①ヘルメットを必ず着用する。（安全基準をクリアしているもの。例：「ＳＧ」、「ＪＣＦ」など）                                          

                                                   

   ②通学許可番号証を所定の位置に貼る。                                             

                                                 

   ③道路の左端を１列で進行する。                                                  

                                                     

   ④２人乗りはしない。                                                

                                                   

   ⑤雨天時にはカッパを着用する。（傘は使用しない。）                                                 

                                                    

   ⑥ブレーキやライト等に故障のある不完全な自転車は使用しない。                                            

                                                     

（４）その他，守らなければならない交通規則やマナーを必ず守ること。                                                     

                                                   

（５）自転車通学のルールやマナーが守れない場合は，自転車通学許可を一時停止又は取り消す場        

     合がある。                                                   

                                                    

５．自転車について                                                    

（１）使用が認められている自転車                                              

   ①ハンドル 通学に適した形で安全であるもの。セミアップ型，オールランダー型                                                  

                                                     

   ②スタンド 両立て式                                                

                                                   

   ③チェーンカバー 全ケースが望ましい（半ケース可）                                                 

                                                    

   ④荷台・かご 荷物が載せられるもの                                           

                                                                                                                                                                                                                      

（２）留意事項                                                  

   ①身体的理由など，通学上の安全が保てないときや，特別な事情により，上記以外の自転車        

    を使用する場合は，学校へ申し出て，使用することができる。                                          

                                                     

   ②自転車の変形，改造は認めない。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．学校生活の流れ 

（１）登校  

   自転車通学は、学校が許可した場合に可能とする。その場合、自転車後部にステッカーを貼り付け、

必ずヘルメットを着用し、交通ルールを守り、交通事故に遭わないよう十分注意する。特に、並進走行

は迷惑となるので行わない。 

※ノーヘルや２人乗り等の違反を繰り返し、指導に従わない場合は、許可を取り消すことがある。  

 

（２）アカデミックタイム（８：２５～８：３５） 

  指示された朝学習や読書等に静かに集中する。※８時２５分を過ぎると遅刻になる。 

 

（３）朝の会（８：３５～８：４５） 

    係・担当の確認、健康観察、集配物の確認、週目標など生徒の力で運用し、最後に担任の先生の話を静

かに聞く。会の始めと終わりには、号令で挨拶する。 

 

（４）授業（８：５５～） 

  授業の始めと終わりは、学級委員の号令で必ず挨拶する。 

  ※ベル着を意識し、スムーズなスタートが切れるよう準備する。 

  ※授業の妨害（私語、抜け出しなど）になることは慎む。 

  

（５）給食（Ａ→１２：４５～１３：１５ ， Ｂ→１２：２５～１２：５５）   

   全体が前を向いた状態で、担任の先生も含めた学級全員で「いただきます」のあいさつをする。昼食

終了のチャイムが鳴ってから、全員で「ごちそうさま」のあいさつをする。 

 

（６）帰りの会 

   翌日の時間割確認、「あしあと(担任との交換ノートなど)」の記入、一日の反省、１分間スピーチ、

集配物の確認を生徒の力で行い、最後に担任の先生の話を静かに聞く。 

     

（７）清掃   

教室の床や廊下は、水拭きする。チェックカードを担当教員に提出し、清掃終了時にサインをもらっ

てから教室に戻る。 

 

（８）定期テスト（１学期１回、２学期２回、３学期１回） 

  懸命に家庭学習に取り組んで準備し、テスト当日を迎える。 

時間内は精いっぱい力を出し切る。不正行為は絶対にしない。 

 

（９）全校集会 

  入場時、学級委員を先頭に整列をする。集会中は静かに話を聞く。 

退場時は指示に従い、クラスごとに整列して静かに退場する。 

 

 

 

 

 



令和７年度  

 

日 課 表 

 Ａ Ｂ 

アカデミック ８：２５～ ８：３５ ８：２５～ ８：３５ 

朝の会 ８：３５～ ８：４５ ８：３５～ ８：４５ 

１校時 ８：５５～ ９：４５ ８：５５～ ９：４０ 

２校時 ９：５５～１０：４５ ９：５０～１０：３５ 

３校時 １０：５５～１１：４５ １０：４５～１１：３０ 

４校時 １１：５５～１２：４５ １１：４０～１２：２５ 

昼食 １２：４５～１３：１５ １２：２５～１２：５５ 

昼休み １３：１５～１３：３０ １２：５５～１３：１０ 

５校時 １３：３５～１４：２５ １３：１５～１４：００ 

６校時 １４：３５～１５：２５ １４：１０～１４：５５ 

帰りの会 １５：３０～１５：４０ １５：００～１５：１０ 

清掃 １５：４５～１５：５５ １５：１５～１５：２５ 

 

 

部活動時間  

 
 


